
�愛媛県告示第１４９７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び伊予市役

所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ヤマキ株式会社

伊予市米湊１６９８－６

代表取締役社長 城戸善浩

２ 事業場の名称及び所在地

ヤマキ株式会社第２工場

伊予市下三谷字明星田２６２－１

３ 特定施設に関する事項

ＣＩＰ洗浄装置

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１排水処理施設

発 行 愛 媛 県
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告 示

特定施設の１日当たりの使用
時間 ５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～１２．５

最大 ６．０～１２．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，７００

最大 ２，７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４，５００

最大 ４，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５０

最大 ５０

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第５号ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１０立方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成１９年１１月３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成１９年１２月１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

設 置 年 月 日 平成６年９月１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 嫌気処理、ＡＴＣ凝集剤添加膜分離、凝
集沈殿及び活性炭処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

縦１７．７７メートル 横１５．１５メートル
高さ６．１０メートル
縦１３．８５メートル 横１４．００メートル
高さ５．７５メートル
縦２１．９５メートル 横１５．００メートル
高さ５．７０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 嫌気処理、ＡＴＣ凝集剤添加膜分離、凝
集沈殿及び活性炭処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～８

最大 ４～８

通常 ６～８

最大 ５．８～８．６

毎週（火・金）曜日発行 第１８９７号 平成１９年９月１８日

平成１９年９月１８日火曜日 第１８９７号
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� �２排水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 第５排水口

� 第７排水口

�������
�愛媛県告示第１４９８号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８７５

最大 １，１７５

通常 １５

最大 ２５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７６．２５

最大 ８０

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８５

最大 １１０

通常 １０

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６．５

最大 ３１

通常 １．１

最大 １．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６００

最大 ６００

通常 ６００

最大 ６００

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成１９年１１月３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成１９年１２月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 油水分離処理及び加圧浮上処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦５．００メートル 横２．１０メートル
高さ２．６８メートル
縦１３．００メートル 横７．２０メートル
高さ５．３０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 油水分離処理及び加圧浮上処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～１２．５

最大 ６．０～１２．５

通常 ６．０～７．５

最大 ６．０～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，７００

最大 ２，７００

通常 ５００

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４，５００

最大 ４，５００

通常 ２００

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ４０

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

通常 ０．５

最大 ０．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５０

最大 １５０

通常 １５０

最大 １５０

備考 処理水は、�１排水処理施設に送る。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．９

最大 ２５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．１

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６７６

最大 ６７６

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５

最大 ５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 ０．２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５４

最大 １５４

備考 この他に、雨水排水口が５箇所ある。

愛 媛 県 報平成１９年９月１８日 第１８９７号

９８４
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�愛媛県告示第１５０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

北条市土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

北条市畑地帯総合土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

宇和島市土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

宇和島市 津島町岩松の一
部

平成１７年度から
平成１８年度まで

宇和島市の
地籍図及び地籍簿

東温市 松瀬川・河之内
の一部

平成１７年度から
平成１８年度まで

東温市の
地籍図及び地籍簿

松前町 大溝の一部 平成１７年度から
平成１８年度まで

松前町の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成１９年９月１８日

�愛媛県告示第１４９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

北条市北条土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があ

った。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�愛媛県告示第１５００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

愛媛県北条市辻土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�愛媛県告示第１５０４号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成１９年８月２０日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 口 清 隆 松山市北条辻１０１－２番地

〃 重 松 富 行 松山市北条辻３９９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 樽 井 久 男 松山市北条９５５番地

〃 北 尾 安 弘 松山市北条９８３番地

〃 高 橋 貞 親 松山市北条５２２－３番地

〃 伊 田 稔 松山市北条３３２－１番地

〃 森 田 務 松山市北条５６１－３番地

〃 野 村 忠 利 松山市北条９４１－１番地

〃 高 橋 次 雄 松山市北条５１６番地

〃 北 尾 幸 一 松山市北条１１０９番地

監 事 越 智 眞乃助 松山市北条４５２－６番地

〃 野 村 峯 雄 松山市北条５１２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 口 清 隆 松山市北条辻１０１－２番地

〃 高 橋 章 松山市北条辻１８５－１番地

〃 中 川 正 弘 松山市北条辻１４２１－３番地

〃 井 上 修 松山市北条辻８２７－３番地

〃 白 石 安 宏 松山市北条辻２７３－３番地

〃 八 塚 俊 光 松山市北条辻１５０７番地

〃 西 原 栄 治 松山市北条辻１１７３番地

〃 渡 部 育 平 松山市北条辻１４２２－２番地

〃 西 原 弘 松山市北条辻１１２６－２番地

〃 杉 浦 武 雄 松山市北条辻３９３－２番地

監 事 大 澤 展 正 松山市北条辻３３９番地

〃 松 岡 俊 樹 松山市北条辻１２３１番地

〃 松 岡 長 茂 松山市北条辻２０１番地

〃 松 岡 満 正 松山市北条辻３５１番地

〃 中 川 正 弘 松山市北条辻１４２１－３番地

〃 白 石 安 宏 松山市北条辻２７３－３番地

〃 井 上 修 松山市北条辻８２７－３番地

〃 松 岡 俊 樹 松山市北条辻１２３１番地

〃 西 原 浩 二 松山市北条辻１１８６番地

〃 八 塚 俊 光 松山市北条辻１５０７番地

〃 和 田 寿 久 松山市北条辻１４０１－２番地

監 事 大 澤 展 正 松山市北条辻３３９番地

〃 西 原 弘 松山市北条辻１１２６－２番地

愛 媛 県 報平成１９年９月１８日 第１８９７号

９８５



日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１・２ 省略 １・２ 省略

愛 媛 県 報平成１９年９月１８日 第１８９７号

９８６



�������
�愛媛県告示第１５０５号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（松山地方局管内）

中島加入区

�������
�愛媛県告示第１５０６号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１５年９月愛媛県告示第１８４２号）による保険

に付すべき義務は、平成１９年９月１７日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（松山地方局管内）

中島加入区

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年５

厘５

毛

年５

厘５

毛

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年５

厘５

毛

年５

厘５

毛

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

８ 省略 ８ 省略

愛 媛 県 報平成１９年９月１８日 第１８９７号

９８７
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�愛媛県告示第１５０７号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１９年９月１８日から１０月２日まで

�愛媛県告示第１５０８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１９年９月１８日から１０月２日まで

�愛媛県告示第１５０９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１９年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第７２９１号 平成１７年
９月４日 ㈱愛電 吉見 正廣 大洲市野佐来１０９５－１ 平成１９年

８月１日 電気通信工事業 建設業の廃止
（一部）

（般・特－１４）第１６８１号 平成１４年
９月２１日 ㈱砂田建設 砂田 優二 南宇和郡愛南町緑丙１９１ 平成１９年

８月３日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般・特－１８）第４８６９号 平成１８年
１０月１５日 ㈱愛媛日立 甲木 浩二 松山市山越４－１４２－７ 平成１９年

８月３日

電気工事業
管工事業
機械器具設置工事業
電気通信工事業

建設業の廃止

（特－１８）第９６号 平成１８年
７月３日 ㈱浅田組 浅田 春雄 宇和島市寄松甲１５４ 平成１９年

８月６日

建築工事業
管工事業
鉄筋工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１５）第１４００７号 平成１５年
５月１８日 ㈲トミナガ建設 白石 洋子 新居浜市東雲町３－２－

１３
平成１９年
８月６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１５１８９号 平成１４年
１１月２８日 ㈲島邦産業 島田 修 伊予市灘町７８－７ 平成１９年

８月６日
管工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（般－１６）第２６８９号 平成１７年
２月４日 ㈲岡原建設 岡原 弘 南宇和郡愛南町広見２８３５ 平成１９年

８月７日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第７０００号 平成１４年
１２月２６日 ㈲吉田工務店 吉田 利秋 松山市今在家１－１０－１３ 平成１９年

８月８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第９６７２号 平成１４年
１２月７日 二神海事㈱ 二神 孝 大洲市長浜町黒田甲６１７ 平成１９年

８月８日
土木工事業
とび・土工工事業
石工事業

建設業の廃止

（般－１６）第１０７３６号 平成１７年
１月２５日 ㈲小寺塗装 小寺 守 西条市小松町新屋敷甲２６

４－５
平成１９年
８月８日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１０８２２号 平成１７年
５月１５日 ㈲山内建設 山内七々夫 西条市壬生川９５３－９ 平成１９年

８月８日
建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１４８９６号 平成１４年
８月３０日 ㈲レナックス 竹村 宗範 松山市東山町１２－８ 平成１９年

８月８日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１２３５６号 平成１８年
８月４日 ㈱三友技建 上田 昭彦 喜多郡内子町石畳２５２０ 平成１９年

８月９日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－１８）第２８９８号 平成１８年
１０月２２日 ㈲清水建設 清水 隆文 西宇和郡伊方町塩成３３１ 平成１９年

８月１０日

土木工事業
とび・土工工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第４４９８号 平成１９年
２月２１日 ㈲曽我部建設工業 曽我部 靖 四国中央市豊岡町長田４１

８
平成１９年
８月１３日

土木工事業
建築工事業
鋼構造物工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１５）第１５２９２号 平成１５年
４月１８日 ㈱フォー・テック 古川 誠悟 松山市南梅本町乙４９－１ 平成１９年

８月１４日
土木工事業
とび・土工工事業
さく井工事業

建設業の廃止

（般－１６）第１５５７７号 平成１６年
６月２９日 ㈲オークス �橋 省三 新居浜市政枝町３－２－

１
平成１９年
８月２０日 管工事業 建設業の廃止

（般－１４）第２９４２号 平成１４年
９月２０日 上岡建設㈱ 上岡 弘 伊予市双海町高岸甲８８５ 平成１９年

８月２４日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成１９年９月１８日 第１８９７号

９８８



選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第８６号
平成１９年７月２９日執行の参議院選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

平成１９年９月１８日

愛媛県選挙管理委員会 委員長 藤 山 薫

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成１９年７月２９日執行

参議院選挙区選出議員選挙（愛媛県選挙区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

３９，５３８，９００円

３ 報告書の要旨

（般－１４）第１２８１６号 平成１４年
９月１日 村上工務店 村上 緊三 今治市伯方町伊方甲１５３２ 平成１９年

８月２４日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１３４１５号 平成１８年
６月１１日 橋本組 橋本 誠實 西条市福武甲７４３－３ 平成１９年

８月２７日
土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１６８４号 平成１４年
１０月１１日 村中建設 村中 定雄 宇和島市佐伯町２－３－

７
平成１９年
８月２８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１３８８４号 平成１４年
１２月１１日 愛設備 村井慶太郎 伊予郡松前町大字筒井５９

６－６
平成１９年
８月２９日

土木工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（特－１６）第２００５号 平成１７年
１月１１日 ㈱柴垣建設 柴垣 浩二 四国中央市金生町山田井

８１７
平成１９年
８月３０日

建築工事業
管工事業

建設業の廃止
（一部）

（特－１８）第８６６１号 平成１９年
１月２８日 ㈱日建 西原 省吾 松山市庄甲４７０－２ 平成１９年

８月３１日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業
ほ装工事業
造園工業
水道施設工事業

建設業の廃止

候 補 者 氏 名 関 谷 勝 嗣 所 属 党 派 自 由 民 主 党 平成１９年２月１９日から
期 間 第１回分

平成１９年８月１１日まで出納責任者氏名 井 上 久 義

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ３，７２０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １，３２２，７８６

自由民主党愛媛県参議院選挙区第二支部 ── ７，０００，０００円 選挙事務所費 ９６２，７４４

自由民主党 ── ５，０００，０００ 集合会場費等 ３６０，０４２

通信費 ５６２，２４４

交通費 ６７７，５３０

印刷費 ２，４９１，４２７

広告費 １，７３６，２３８

文具費 ２８，７５５

食糧費 ２０８，６００

休泊費 ４９０，０００

雑 費 ３１１，３８２

今 回 計 １２，０００，０００ 今 回 計 １１，５４８，９６２

総 計 １２，０００，０００ 総 計 １１，５４８，９６２

報告書受理年 月 日 平成１９年 ８ 月１３日 第 １ 回 報 告 分

愛 媛 県 報平成１９年９月１８日 第１８９７号
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候 補 者 氏 名 田 中 克 彦 所 属 党 派 日 本 共 産 党 平成１９年７月７日から
期 間 第１回分

平成１９年８月１２日まで出納責任者氏名 小 倉 誠 一 郎

収 入 支 出

主たる寄附 家屋費 ２４０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 選挙事務所費 ２４０，０００

日本共産党愛媛県委員会 ── ２，６５０，０００円 通信費 ５４，２４３

日本共産党東予地区委員会 ── ９０，０００ 交通費 １２，３９０

印刷費 １，１０２，３９５

広告費 ４１２，８９４

文具費 ３１，０８０

食糧費 ４１，１０３

休泊費 １０１，６７０

雑 費 ６２，１４１

今 回 計 ２，７４０，０００ 今 回 計 ２，０５７，９１６

総 計 ２，７４０，０００ 総 計 ２，０５７，９１６

報告書受理年 月 日 平成１９年 ８ 月１３日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 友 近 聡 朗 所 属 党 派 無 所 属 平成１９年６月２８日から
期 間 第１回分

平成１９年８月１０日まで出納責任者氏名 成 見 憲 治

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，６６０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ８５０，０００

友近聡朗後援会 ── ４，３５０，０００円 選挙事務所費 ８５０，０００

民主党 ── ３，０００，０００ 通信費 ３０４，８３８

交通費 ３１４，５５７

印刷費 ３，２９６，８７７

広告費 １，５５６，２０８

文具費 ２３２，０２７

食糧費 ８３１，７７１

休泊費 ４２１，６５８

雑 費 ６２４，０１０

今 回 計 ７，３５０，０００ 今 回 計 １０，０９１，９４６

総 計 ７，３５０，０００ 総 計 １０，０９１，９４６

報告書受理年 月 日 平成１９年 ８ 月１１日 第 １ 回 報 告 分

平成１９年９月１８日 発行
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